
 

南魚沼郡市医師会定款施行規則 

 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、一般社団法人南魚沼郡市医師会（以下「本会」という。）

定款（以下「定款」という。）第９条及び第５３条の定めるところにより必要

な事項を定めるものとする。 

   第１章 入退会、異動及び会費 

 （入会申込書、異動報告書及び退会届出書） 

第２条 定款第８条に基づく入会申込書、異動報告書及び退会届出書は、公益

財団法人日本医師会（以下「日医」という。）、一般社団法人新潟県医師会（以

下「県医師会」という。）の複写様式とする。 

２ 入会日の取扱いは、次のとおりとする。 

(1) 届出が１日から２０日までの場合は、当月の１日入会とみなす。ただし、

２０日が休日等の場合は、その直前の平日の届出とみなし、当月の１日入会

とする。 

 (2) 届出が２１日以降の場合は、翌月の１日入会とみなす。ただし、本人の

意向により、当月の１日入会とすることができる。 

３ 退会日は、次の扱いとする。 

(1) 届出のあった月の末日を原則とする。ただし、勤務等の異動のため予め提

出した場合は、その異動日の前日の属する月とする。 

(2) 死亡による場合は、死亡日を退会とする。 

４ 入会申込書等届出事項に異動を生じた場合は、新たに異動報告書を提出す

るものとする。 

 （入会金） 

第３条 本会に入会するＡ会員は、定款第９条に定める次の入会金を納入しな

ければならない。 

 (1) 入会金の額   ３００，０００円 

 (会費) 

第４条 会費は、均等割及び所得割の２本立てとする。 

２ 納入方法は年２回とし、納入通知書において納入する。 

３ 前期は７月末日まで、後期は１２月２５日までの指定した日を納期とする。

ただし、中途入会の場合は、別表２により納入通知書に記載された日を納期

とする。 

 (均等割) 



第５条 均等割は、次のとおりとする。 

(1) Ａ会員   年額３８，０００円 

 (2) Ｂ会員   年額３２，０００円 

２ 会員２名以上の医療機関においては、会員数にかかわりなく１人分とし、

納期を除きその負担割合及び納入方法については各医療機関に委ねることが

できる。 

 （所得割） 

第６条 所得割は、所得税の申告により決定した所得額により別表１の所得区

分表のとおりとし、納入期限は、会費の納入通知書に記載のある日とする。

ただし、中途入会者その他特別の事情がある場合は別表２によるものとする。 

 （負担金等） 

第７条 生涯教育費の額は、次のとおりとし、全員に賦課する。 

 (1) ６，０００円／年 

２ その他負担金の必要が生じたときは、定款第９条第２項による。 

 （会費の減免） 

第８条 当該年の４月１日において、年齢７７歳以上の高齢会員は、所得割会

費を免除する。 

２ 病気その他の理由により休業中の会員については、理事会の承認を得て、

その一部または全部を免除することができる。 

３ 医師法に基づく研修医については、会費を免除するものとする。 

 

   第２章 役員の選任等 

 

 （役員選任等の細則） 

第９条 定款第２３条第１項並びに第２項に規定する理事、監事、会長、副会

長及び第３８条に規定する裁定委員の選任等は、選挙による。 

２ 県医師会の理事、代議員、予備代議員及び新潟県医師国民健康保険組合会

議員並びに日医予備代議員の各１名の選任については、前項に準ずる。 

３ 第１項に定める役員以外の役員については、理事会の決議を得て会長が委

嘱する。 

 （選挙等の管理） 

第１０条 選挙は、議長が管理する。ただし、議長不在の場合は監事がこれを

代理する。(以下同じ。) 

 （告示） 

第１１条 選挙を実施する場合議長は、その総会日の１５日前までに告示し、

会員に周知しなければならない。 



 （選挙の執行） 

第１２条 第９条の役員は、候補者数が定員数を上回る場合、総会において選

挙により決定する。 

２ 役員の立候補が定数に至らないときは選挙を行わず、総会出席会員の決議

により、当選人を決定することができる。 

 （立会人） 

第１３条 選挙に先立ち議長は、投票及び開票の公正を期すため、選挙立会人

２人を総会出席者の中の候補者以外から指名しなければならない。ただし、

出席者にその該当者が不在の時はこの限りでない。 

 （立候補） 

第１４条 第９条の役員の立候補は、様式１の「立候補届出書」により選挙告

示による締切り日までに議長に届け出なければならない。 

 （推薦） 

第１５条 他人を候補者にしようとする場合は、様式２－２の「推薦承諾書」

により本人の承諾を得て、様式２の「候補者推薦届出書」により選挙告示に

よる締切り日前までに議長に届け出なければならない。 

 （辞退等） 

第１６条 第１３条の届出の後、立候補を辞退する場合は、様式３の「立候補

辞退届出書」により選挙を行う総会前までに議長に届け出なければならない。 

２ 前条の届出の後、推薦を取り下げる場合は、様式３の「候補辞退届出書」

を添えて様式４の「候補者推薦取り下げ届出書」により、選挙を行う総会前

までに議長に届け出なければならない。 

 （選考委員会） 

第１７条 候補者の届出がないときは、議長は選考委員会を設けて選出し、総

会の承認を得なければならない。 

 （投票） 

第１８条 投票は、無記名とし、次の様式を使うものとする。 

(1) 理事(会長候補)            投票様式１ 

 (2) 理事(副会長候補)           投票様式２ 

 (3) 理事                 投票様式３ 

 (4) 監事                投票様式４ 

 (5) 議長                投票様式５ 

 (6) 副議長               投票様式６ 

 (7) 県医師会理事兼日医予備代議員    投票様式７ 

 (8) 県医師会代議員            投票様式８ 

 (9) 新潟県医師国民健康保険組合会議員  投票様式９ 



(10) 裁定委員              投票様式１０ 

 （開票） 

第１９条 投票終了後、議長は直ちに選挙立会人のもとで開票するものとする。 

 （当選者の確定） 

第２０条 開票の結果、投票の多数を得た候補者をもって当選人とする。 

２ 選挙における得票数が同数の場合の当落は、くじをもって決定する。この

場合、くじ引き順位を決定する抽選を行うものとする。 

３ 議長は、当選人に当該役職の様式５の「当選証」を交付するものとする。 

 （無投票） 

第２１条 無投票の場合は第１２条第２項に基づき、前条第３項の規定を準用

する。 

 （就任承諾書） 

第２２条 第１５条及び第１７条により役員に当選した者は、様式６の「役員

就任承諾書」を提出するものとする。 

 （役員等の選任等に関する疑義） 

第２３条 第２章の役員の選任等において疑義が生じたときは、第１０条によ

り決裁するものとする。 

   附 則 

 （施行日） 

１ この規則は、平成２８年６月１６日から施行する。 

２ 南魚沼郡市医師会役員選挙管理規則及び南魚沼郡市医師会役員選出に関す

る規程は廃止する。 

   附 則 

１ この規則は、平成２９年６月１５日から施行し、平成２９年４月１日から

適用する。 

 

 

  



 別表１ 

 

所 得 区 分 表 

 

所 得 区 分 
   万円以上 ～ 万円未満 

会 費 額 
      円 

付 記 

    ０～ ３００ １６，０００ １ 個人病院、法人病

院及び法人診療所に係

るＡ会員については、

６０，０００円とする。

ただし、本人から減免

の申請があった場合に

は、理事会で協議し、

総会の承認を得て減免

することが出来る。 

 

  ３００～ ５００ ２８，０００

  ５００～ ７００ ３６，０００

  ７００～ ９００ ４４，０００

  ９００～１，１００ ４６，０００

１，１００～１，３００ ４８，０００

１，３００～１，５００ ５０，０００

１，５００～１，７００ ５２，０００

１，７００～１，９００ ５４，０００

１，９００～２，１００ ５６，０００

２，１００～２，５００ ５８，０００

   ２，５００ 以上 ６０，０００

・勤務者 : 病院長・所長 
・一般勤務者 

１６，０００

１１，０００

 
別表２ 

半 期 １ 期 ２ 期 ３ 期 ４ 期 

入会月 ４～ ６月 ７～ ９月 １０～１２月 １～ ３月

会 費 １００/１００ ７５/１００ ５０/１００ ２５/１００ 

 

（様式省略） 


